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中央合同庁舎第７号館維持管理・運営事業（第二期）（以下「本事業」という。）は、「民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11年法律第 117 号）

の定める手続きにより文部科学省、文化庁、国立教育政策研究所、科学技術・学術政策研究

所、会計検査院及び金融庁（以下「国」という。）が実施する。 

本事業を適正かつ確実に実施した場合の対価（以下「サービス対価」という。）は、国が本

事業の遂行のみを目的とする特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）に支払うものとし、以

下にその算定方法と支払方法を示す。 



 

   1 

１．サービス対価の構成 

 (１) サービス対価の内訳 

本事業のサービス対価は、契約締結日から事業期間終了日までに生じる、以下の項目の

費用により構成される。 

 

表１ 本事業のサービス対価の構成 
 項目 契約で定める内訳 入札説明書に

記載の業務 
構成される費用の内容 

サ
ー
ビ
ス
対
価 

① 

維
持
管
理
・
運
営
業
務
費 

維
持
管
理
業
務
費 

維持管理費 維持管理業務 ・建築物点検保守業務費用（植栽管理
業務を含む。） 

・建築設備運転監視及び点検保守業務
費用（環境管理業務を含む） 

清掃業務費 ・清掃業務費用 

修繕業務費 ・修繕業務費用 

運
営
業
務
費 

運営業務費 運営業務 ・警備・受付業務費用 
・電話交換業務費用 
・コールセンター業務費用 
・公用車運行管理業務費用 
 
※ただし、福利厚生諸室運営業務費用
を除く。 

②その他の費用 他業務を実施
するために必
要な費用 

・ＳＰＣの運営費（人件費、一般管理
費、事務費等） 

・法人税、法人住民税、法人事業税等
の法人の利益等に対して係る税金 

・ＳＰＣの税引後利益（株主への配当
原資等） 

③消費税等 消費税等 ・①、②に係る消費税及び地方消費税 
 

 

２．サービス対価の算定及び支払方法  

(１) 支払方法の基本的な考え方 

ＳＰＣは、本事業において維持管理・運営のサービスをＳＰＣの責任で一体として提供

するため、国は提供されるサービスを一体のものとして購入し、原則、その対価をサービ

スの提供期間にわたり平準化して支払う。 

 

(２) 支払方法の基本的事項 

ＳＰＣは、各支払期の業務完了時に業務履行の検査に合格した後、５開庁日以内に適法

な請求書を提出する。国は、サービス対価について、２．（３）で算定された各費用の支

払額及びその各々にかかる消費税等を、原則として、毎回、国がＳＰＣからの適法な請求

書を受理した後 30日以内に、かつ各半期末の翌月末までに、別添の振込先へ支払う。  
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具体的には、業務提供開始日以降、毎年４月１日から９月 30 日までの半期分を翌月の

10 月 31 日までに、10 月１日から翌年３月 31 日までの半期分を翌月の４月 30 日までに年

２回ずつ支払う。なお、支払日の当日が休日の場合はその前日までに支払うものとする。 

 

(３) 各費用の支払額の算定及び支払方法 

サービス対価を構成する各費用の各回の支払額は、①から④のとおり算定する。 

 

① 維持管理・運営業務費 

維持管理・運営業務費は、業務提供開始日以降事業期間にわたり、年２回、全 20 回の支払

いとし、原則として各回同額を支払うものとする。 

ただし、運営業務に関しては、業務要求水準書資料３－１「各運営業務に関するデータ」

に示す、年度ごとの国の内部職員数の変動に応じた業務費用を支払うものとする。なお、公

用車運行管理業務の時間外業務は以下のとおりとする。 

 

（上期の支払額） 

業務要求水準書資料３－１「各運営業務に関するデータ」（４）公用車運行管理業務 ②

文部科学省・会計検査院・金融庁の時間外業務（閉庁日も含む）の時間数に提案のあった単

価を乗じた各年度の額の範囲内で、実際の時間外業務時間に提案のあった単価を乗じた額を

支払う。 

 

（下期の支払額） 

上期の時間外業務費の支払額を控除した額の範囲内（これを超えた部分は、ＰＦＩ事業外

で別途国が負担する）で、実際の時間外業務時間に提案のあった単価を乗じた額を支払う。 

 

 

② その他の費用 

その他の費用も維持管理・運営業務費と同様に、業務提供開始日以降事業期間にわたり、

年２回、全 20 回の支払いとし、原則として各回同額を支払うものとする。 

 

③ 消費税等 

入札に当たっての消費税等については、サービス対価を構成する維持管理・運営業務費、

その他の費用全ての見積価格の合計額（税抜）に対し、課税対象外のものを除き、その相当

額を算定する。なお、支払期ごとの消費税等を算定するに当たり、それぞれ１円未満の端数
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が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、入札に当たっての消費税等の差額として生じ

た端数は、全て第１回支払額に合算する。 

④ １円未満端数の取扱 

入札に当たっては、サービス対価の内訳ごとに「国等の債権債務等の金額の端数計算に関

する法律」（昭和 25 年法律第 61 号）第２条に基づき、１円未満の端数を処理する。 

 

(４) 支払額の減額措置 

国は、事業期間にわたり、本事業の実施に関する各業務及び経営管理状況の業績等の監

視を行い、「中央合同庁舎第７号館維持管理・運営事業（第二期）業務要求水準書」（資

料Ⅱ）で定められた要求水準が満たされていない場合には、支払額の減額等を行う。減額

等の措置の詳細については、「業績等の監視及び改善要求措置要領」（資料Ⅶ）において

示す。 

 

 

３．入札価格及び契約金額との関係 

契約金額は、入札書に記載された入札価格（消費税等を含まない。）に消費税相当金額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）とする。 

 

 

４．サービス対価の改定 

(１) 基本的考え方 

維持管理・運営業務費及びその他の費用は、原則として４．（２）に基づき年度ごとに

見直すものとする。 

なお、要求水準の変更その他（技術革新等に伴って明らかに費用が減じる場合を含む。）

により必要に応じて、国及びＳＰＣが協議の上、サービス対価の改定を行うことができる

ものとする。 

また、改定の結果、１円未満の端数が生じた場合は「２．（３）④」による処理を行う。 

 

 (２) 維持管理・運営業務費及びその他の費用の物価変動に基づく改定 

① 対象となる費用 

維持管理・運営業務費及びその他の費用のうち翌年度に対価の支払いがある費用 
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② 改定時期 

物価変動リスクを踏まえた対価の改定時期は、以下のとおりとする。 

ア 改定指標の評価 

毎年４月１日時点で確認できる最新の指標（「表２ 使用する指標」のうち毎月勤労

統計調査 賃金指数については、当該時点で確認できる最新の確報値、建設物価指数及

び賃金指数については、暫定値以外の数値で当該時点において確認できる最新の数値

（以下、毎月勤労統計調査 賃金指数の最新の確報値と併せて、「確報値等」とい

う。）。なお、原則として、毎月勤労統計調査 賃金指数は１月の確報値、建設物価指

数は 12 月の確報値とする。）により評価を行う。 

 

イ 対価の改定 

原則として、アで改定がなされた場合には当該改定の翌年度の４月１日以降の維持管 

理・運営業務費及びその他の費用の支払いに反映する。 

 

③ 改定方法 

前回改定時の指標に対して、現指標が３ポイント以上変動した場合に、維持管理・運営業務

費及びその他の費用の改定を行う。事業契約締結以降、対価を改定していない費用については、

業務提供開始時点で確認できる最新の指標を前回改定時の指標とみなす。 

｜今回評価時の指標 － 前回改定時の指標｜ ≧ ３ポイント 

 

ア 改定指標 

改定指標として使用する指標は以下のとおりとする。 

 

表２ 使用する指標 

項目 
契約で定める 

内訳 

入札説明書に 

記載の業務 
使用する指標 

①
維
持
管
理
・
運
営
業
務
費 

維持管理費 

維持管理業務 

「毎月勤労統計調査 賃金指数」：調査産業計

（就業形態別きまって支給する給与・事業所規

模 30 人以上・厚生労働省） 

清掃業務費 

「毎月勤労統計調査 賃金指数」：調査産業計

（就業形態別きまって支給する給与・事業所規

模 30 人以上・厚生労働省） 

修繕業務費 

「建築費指数統計表」：建築費指数（2011 年基

準）／２．標準指数／事務所 SRC 工事原価（建

設物価調査会ホームページ） 

運営業務費 運営業務 

「毎月勤労統計調査 賃金指数」：調査産業計

（就業形態別きまって支給する給与・事業所規

模 30 人以上・厚生労働省） 
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②その他の費用 

他業務を実施

するために必

要な費用 

「毎月勤労統計調査 賃金指数」：調査産業計

（就業形態別きまって支給する給与・事業所規

模 30 人以上・厚生労働省） 

 

ただし、改定指標の評価以降、当該評価に用いた確報値等の遡及修正がなされた場合

であっても、改定指標の評価には反映しないほか、遡及修正後の確報値等は前回改定時

の指標としても使用しないものとする。 

また、表２に定める内訳ごとの対価について、改定前の対価を基準額として、年度ご

とに、以下の算定式に従って各年度の対価を確定する。なお、改定率に小数点以下第４

位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

イ 改定率及び計算方法 

改定率及び計算方法は以下のとおりとする。 

 
改定率：ＲＩｎ／ＲＩｍ 

計算方法：ＡＰ’ｔ ＝ＡＰｔ×改定率 

 

ｍ   ： 前回改定時年度（契約後未改定の場合は、令和２年度） 

ｎ   ： 今回評価時年度 

ｔ   ： 今回費用改定をする対価の対象年度 

（ｔ：ｎ＋１，…、事業終了年度） 

ＡＰｔ ： 改定前の t 年度Ａ業務の対価 

ＡＰ’ｔ ： 改定後の t 年度Ａ業務の対価 

ＲＩｍ ： 前回改定時の評価指標である、ｍ年度の改定指標 

ＲＩｎ ： 今回改定時の評価指標である、ｎ年度の改定指標 

 
（計算例） 

令和９年度の対価が 100 万円、前回改定時の指標である令和５年度の指数が

90、令和８年度の指数が 108 の場合： 

 

令和９年度の改定率（令和８年度の物価反映） 

＝令和８年度指数［108］÷前回改定時指標年度の指数［90］ 

＝1.2 

令和９年度の対価（改定後） 

＝令和９年度の対価（改定前）［100 万円］×1.2＝120 万円 

 

④  基準改定時の措置 

改定指標の基準改定が実施される年度においては、原則どおり４．（２）②及び③の方

法により評価及び改定を行う。 

基準改定が実施された年度の翌年度においては、基準改定が実施された年度に改定を行

った場合を除き、旧基準における前回改定時の指標と前回評価時の指標（基準改定年度の

４月１日時点で確認した指標）の変動幅に関わらず対価の改定を行うものとし、改定前の

対価を基準額として、以下の算定式に従って翌年度以降の年度の対価を改定する。さら
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に、基準改定が実施された年度の改定の有無に関わらず、前回評価時の指標（基準改定年

度の４月１日時点で確認した指標）と同一月の新たな基準の指数を前回改定時の指標とし

て、４．（２）②及び③の方法により評価及び改定を行う。 

なお、改定率に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの

とする。 
改定率②：ＲＩｏ／ＲＩｍ 

計算方法②（基準改定年度の翌年度）：ＢＰ’ｔ＝ＢＰｔ×改定率② 

 

ｍ   ： 前回改定時年度（契約後未改定の場合は、令和２年度） 

ｎ   ： 今回評価時年度 

ｔ   ： 今回費用改定をする対価の対象年度 

（ｔ：ｎ＋１，…、事業終了年度） 

ＢＰｔ  ： 改定前の t 年度Ｂ業務の対価 

ＢＰ’ｔ  ： 改定後の t年度Ｂ業務の対価 

ＲＩｍ  ： 前回改定時の評価指標である、ｍ年度の改定指標 

ＲＩｏ  ： ＲＩｍと同一基準の評価指標のうち、基準改定年度の４月１日 

時点で確認した指標 

 
（計算例）※基準改定年度：令和８年度 

ⅰ．前回改定時の指標である令和５年度の指数 

（令和５年４月１日時点で確認できる最新の指標）：99.3（旧基準） 

ⅱ．基準改定が実施される令和８年度の指数 

（令和８年４月１日時点で確認できる最新の指標）：99（旧基準） 

ⅲ．基準改定が実施される令和８年度の新基準の指数 

（ⅱ．と同一月の新たな基準の指数）：101（新基準） 

ⅳ．令和９年度の指数 

（令和９年４月１日時点で確認できる最新の指標）：105（新基準） 

ⅴ．改定前の令和 10年度の対価：100 万円 

 

＜令和８年度における改定指標の評価及び対価の改定＞ 

・基準改年度における改定指標の評価 

|99（旧基準の令和８年度の指数）－99.3（旧基準の前回改定時である 

令和５年度の指数）|＜ 3 

 

従って、令和８年度における指標の評価では対価の改定を行わない。 

 

＜令和９年度における改定指標の評価及び対価の改定＞ 

・旧基準による対価の改定 

改定率②＝令和８年度の指数［99（旧基準）］ 

÷前回改定時である令和５年度の指数［99.3（旧基準）］ 

＝0.9969 

 

令和 10 年度の対価（旧基準による改定後） 

＝令和 10年度の対価（改定前）［100 万円］×改定率②［0.9969］ 

＝99.69 万円 

 

・新たな基準による評価及び改定 

|105（新基準の令和９年度の指数）－101（新基準の令和８ 

年度の指数）|＞ 3 
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従って、令和９年度における物価変動に係る指標の評価では対価の改定を行う。 

 

改定率＝令和９年度の指数［105（新基準）］ 

÷令和８年度の指数［101（新基準）］ 

＝1.0396 

 

令和 10 年度の対価 

＝令和 10年度の対価（旧基準による改定後）［99.69 万円］ 

×改定率［1.0396］ 

＝103.6377 万円 
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別添 銀行口座情報 

 

住所

名称

代表者役職名、氏名

ゆうちょ銀行以外の金融機関

ゆうちょ銀行（通帳に表記されている記号５桁及び番号８桁を記入）

例）記号　１２３４０－１　→　２３４　の部分を記入（１桁目の１と５桁目の０は固定なので記入不要、－１は記入不要）　　　

     番号　１２３４５６７１　→　１２３４５６７　まで記入（８桁目の１は固定なので記入不要）　

1 0

1

※２注意　契約書の一部となり、容易に変更ができないので、記入漏れ・記入誤りがないかご確認のうえ、ご提出ください。

・お手数ですが会社組織の場合は、以下の各欄の該当する項目に○をつけてください。

（官公需法に基づく統計処理に必要なものです。）

製造業 建設業 運輸業 卸売業

ソフトウェア業又は情報処理業 ゴム製品製造業

３億円以上 ３億円以下 １億円以下 5,000万円以下

９００人以上 ９００人以下 ３００人以下

２００人以下 １００人以下 ５０人以下

・国では中小企業者の受注機会の増大に努めています。

・当省でも中小企業者向け契約実績を集計し経済産業大臣に報告します。

業　　　種

資本金の額

従業員人数

・この集計のため、ご協力をお願いします。なお、記載内容については、集計目的にのみ使用し、他の目的に使用することはありません。

・このため、中小企業者向けの契約金額の目標を定める等、各種の措置を講じています。

中小企業者の受注の確保に関する措置について

※１　上記は国庫金振込通知書の発送先となります。

〒　　　

振込先口座（注意：国庫金を取り扱っていない銀行には振込できません）

カナ口座名義

※通帳に表記されているカナ口座名義を記入

金融機関名

　　メールアドレス

　　電話番号

　　担当者役職名、氏名

支店名

店舗コード

※"0"を省略せずに
　必ず３桁で記入

預金種別

※普通預金、当座預金、別段預
金のいずれかを記入

口座番号

※必ず７桁で記入。７桁未満
　　の場合は、頭に"0"を付

けて７桁にすること。

※番号が８桁未満の場合は、頭に”０”を付けて８桁にすること。

金融機関コード

※"0"を省略せずに
　必ず４桁で記入

ゆうちょ銀行

記号

　　上記、銀行口座についての問い合わせ先

番号


